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●実務経験証明書 

（１）宅建業の実務経験が２年以上ある方のみ必要です。（登録実務講習修了者は不要） 

（２）実務経験とは、免許を受けた宅建業者の下で勤務した経験をいい、顧客への説明、物件の調査等、具

体の取引に関するものでなくてはなりません。 

   受付、秘書、いわゆる総務、人事、経理、財務等の一般管理部門など、顧客と直接接触がない部門に

所属した期間及び、単に補助的な事務に従事した期間については算入しません。 

（３）職務内容の記入について 

○ 職務内容と認められる例  不動産売買、不動産売買仲介、不動産賃貸仲介など 

× 職務内容と認められない

例 

 不動産賃貸業、駐車場賃貸、不動産管理など 

 また、具体の取引に結びつかないような土地有効活用企画

提案なども、職務内容とは認められません。 

△ 職務内容として不十分な

例 

 営業、受付(接客)、事務、役職名(代表取締役等)など宅地

建物取引業に従事していたかどうかわからない記載では受

け付けられません。 

（４）注意事項 ＊必ずお読みください。 

  ア 原本証明付きの従業者名簿の写しを添付してください。 

  （ア）従業者名簿は、実務経験先の宅地建物取引業者が保管している、実務経験の証明期間と対応する

もの（事務所ごとに必要）。 

  （イ）原本証明は、｢原本の内容に相違ありません｡｣の記載、証明日、業者名、代表者名（法人の場合は

職名も）があるもの。 

なお、従業者名簿が複数枚に及ぶ場合は、申請者の情報が記載されたページ、または申請者の情

報のみを抜粋した名簿に、原本証明を行ってください。 

  イ 登録通知後に実務経験証明書の内容が事実に相違することが判明した場合、登録消除処分となりま

す。この場合、故意に虚偽の証明を行った宅地建物取引業者は監督処分を受けます。 

  ウ 実務経験先の宅地建物取引業者等が証明してください。 

    ただし、申請者自身が宅地建物取引業者(法人であるときはその役員)である場合、自らの証明は認

められません。他の宅地建物取引業者に証明してもらってください。 

  エ 免許番号について 

  （ア）｢実務経験先及び在職期間｣の免許番号は、証明する在職期間における番号を記載してください。

なお、免許変更(免許換え、商号変更等)があった場合、変更ごとに区別して記載してください。 

  （イ）「証明者」の免許番号は、最新の免許番号を記載してください。 
 

 

第２７２３１５号

商号又は名称 株式会社　コバトン不動産

（空欄）  　　　 　年　　月間

職務内容 営業

商号又は名称 株式会社　コバトン不動産従業者証明書番号 第２３０４５７号

在職期間

令和　５年　４月　１日から

（空欄） 　年　　月　　日まで
代表者氏名 代表取締役　埼玉　花子

（フリガナ）

被証明者氏名

免許証番号 埼玉県知事（3）第272315号
免許証番号

国土交通大臣

(3)
　　　　　知事

｢不動産売買｣｢不動産賃貸借仲介｣

｢分譲住宅販売｣等の実務の内容を

｢営業｣と記入した誤り

記入漏れ 最新の情報でない

記入誤り

空欄不可、必ず記入

（申請日の前日まで可）
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